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インターネット・プラットフォームにおけるパブリック・フォーラム法理の適用可能性に関する一考察（一）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
お
け
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・��

フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
の
適
用
可
能
性
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）

─
─ 

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
介
し
た
表
現
規
制
の
憲
法
的
統
制
に
関
す
る

予
備
的
考
察
─
─

郭　
　
　

娜　
　
　

娜

は
じ
め
に　

表
現
の
自
由
の
「
主
戦
場
」
の
転
換
と
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
介
し
た
表
現
規
制
の
活
用

第
一
章　

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

　

一　

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理

　

二　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
は

　

三　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
類
似
性

第
二
章　

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
の
適
用
の
課
題

　

一　

二
つ
の
課
題

　

二　

公
的
所
有
・
管
理
と
い
う
パ
ブ
リ
ッ
ク
性
の
要
件
に
つ
い
て
（
以
上
、
本
号
）

第
三
章　

適
用
可
能
性
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
例
の
展
開

　

一　

近
時
の
裁
判
例
の
動
向

　

二　

裁
判
例
上
の
可
能
性
の
探
求
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論　　　説

　

三　

小
括

第
四
章　

適
用
可
能
性
を
め
ぐ
る
解
釈
論
上
の
論
争

　

一　

適
用
可
能
性
を
め
ぐ
る
最
近
の
展
開

　

二　

解
釈
論
上
の
可
能
性
の
探
求

　

三　

小
括

第
五
章　

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
の
適
用
可
能
性
？

　

一　

規
制
の
実
質
論
を
中
心
と
す
る
判
断
の
仕
組
み
へ

　

二　

機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
転
換

　

三　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
特
性
に
基
づ
く
考
察

お
わ
り
に　

今
後
の
課
題

は
じ
め
に　
表
現
の
自
由
の
「
主
戦
場
」
の
転
換
と
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
介
し
た
表
現
規
制
の
活
用

　

今
日
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
特
に
様
々
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
新
聞
・
放
送
・
テ
レ
ビ
等
の
マ
ス
・
メ
デ

ィ
ア
に
代
わ
っ
て
、
重
要
な
表
現
の
場
と
し
て
、
ま
す
ま
す
表
現
の
自
由
の
主
戦
場
に
な
っ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
を
所
有
・
管
理
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
上
の
表
現
活
動
を
促
進
ま
た
は
制
限
す
る
力
を

も
っ
て
お
り
、
実
際
上
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
分
散
す
る
個
人
の
表
現
活
動
の
媒
介
者
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
他

方
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
は
匿
名
性
、
越
境
性
、
分
散
性
、
技
術
依
存
性
及
び
技
術
革
新
の
速
さ
と
い
っ
た
特
徴
が
あ
る
た

め
、
従
来
の
よ
う
に
公
権
力
が
、
金
銭
制
裁
、
刑
事
罰
、
差
止
め
を
通
じ
て
表
現
を
直
接
的
に
規
制
す
る
こ
と
は
事
実
上
困
難
に
な
っ

て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
下
に
あ
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
表
現
活
動
に
お
け
る
媒
介
者
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
と
い
う
私
的
な
主
体
を
規
制
の
担
い
手
と
し
て
利
用
す
る
、
新
た
な
間
接
的
な
表
現
規
制
（
以
下
「
プ
ラ

（
1
）

（
2
）
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インターネット・プラットフォームにおけるパブリック・フォーラム法理の適用可能性に関する一考察（一）

ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
介
し
た
表
現
規
制
」
と
い
う
）
が
、
公
権
力
に
と
っ
て
最
も
効
率
的
で
魅
力
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
な
っ
て
い

る
。

　

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
介
し
た
表
現
規
制
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
違
法
・
有
害
表
現
活
動
に
対
す
る
効
率
的
な
規
制
を

実
現
で
き
る
と
期
待
さ
れ
る
一
方
、
憲
法
・
法
律
の
規
律
、
特
に
基
本
権
に
基
づ
く
審
査
を
免
れ
易
く
す
る
仕
掛
け
を
公
権
力
に
提
供

す
る
た
め
、
表
現
の
自
由
と
の
間
で
緊
張
関
係
を
生
じ
さ
せ
る
可
能
性
が
高
い
。
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
介
し
た
表
現
規
制
が

表
現
の
自
由
に
突
き
つ
け
る
新
た
な
問
題
へ
の
対
応
策
を
探
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
各
国
に
お
い
て
、
現
在
に
至
る
ま

で
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
模
索
さ
れ
続
け
て
い
る
。
し
か
し
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
介
し
た
表
現
規
制
に
は
特
有
の
性
質
が

あ
る
た
め
、
そ
の
憲
法
的
統
制
に
お
い
て
は
、
出
版
社
や
書
店
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
い
っ
た
私
的
な
主
体
を
介
し
た
従
来
型
の
間
接

的
な
表
現
規
制
に
対
処
す
る
中
で
形
成
さ
れ
た
従
来
の
法
理
に
よ
り
対
処
で
き
る
側
面
も
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
法
理
だ
け
で
は
対

処
困
難
な
側
面
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
介
し
た
表
現
規
制
に
特
有
の
性
質
に
即
し
て
、
そ
の
憲
法
的

統
制
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
介
し
た
表
現
規
制
の
成
立
の
面
か
ら
見
る
と
、
公
権
力
が
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
規
制
の
担

い
手
と
し
て
利
用
す
る
最
も
重
要
な
原
因
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
が
、
所
有
者
・
管
理
者
と
し
て
の
財
産
権
に
基
づ
き
、
利

用
規
約
の
締
結
、
ポ
リ
シ
ー
の
制
定
や
コ
ー
ド
（code

）・
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
（algorithm

）（
以
下
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
ー
キ
テ

ク
チ
ャ
」
と
い
う
）
の
設
計
・
管
理
に
よ
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
対
し
て
強
力
な
規
制
力
を
持
つ
「
権
力

者
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
表
現
の
場
所
と
し
て
、
表
現
の
自
由
の
促

進
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
た
め
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
い
う
表
現
の
場
の
操
作
を

通
じ
て
、
そ
の
上
で
の
表
現
活
動
を
容
易
に
制
限
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
実
質
的
な
観
点
か
ら
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ

（
3
）

（
4
）

（
5
）
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論　　　説

ォ
ー
ム
事
業
者
を
介
し
た
表
現
規
制
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
い
う
表
現
の
場
を
操
作
す
る
こ
と
を
通
じ
て
実

現
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
そ
の
た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
い
う
表
現
の
場
と
表
現
の
自
由
、
ま
た

は
表
現
規
制
と
の
関
係
に
着
目
し
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
介
し
た
表
現
規
制
の
憲
法
的
統
制
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
改
め
て
検
討

し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

表
現
の
自
由
を
保
護
す
る
た
め
に
形
成
さ
れ
た
法
理
の
中
で
、
表
現
の
自
由
と
場
所
の
関
連
性
と
い
う
点
に
着
目
し
て
表
現
規
制
の

憲
法
的
統
制
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
パ
ブ
リ
ッ
ク･

フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
い
う
場
の

特
性
を
活
か
し
た
利
用
が
望
め
る
の
で
は
な
い
か
と
の
期
待
を
抱
か
せ
て
く
れ
る
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
あ
る
程
度
の
機
能
上
の
類
似
性
を
有
し
て
い
る
。
右
で
述
べ
た
理
由
か
ら
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

事
業
者
を
介
し
た
表
現
規
制
に
対
す
る
憲
法
的
統
制
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
考
察
す
る
た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
を
適
用
す
る
余
地
が
な
い
か
、
改
め
て
検
討
し
て
み
る
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
可
能
性
を

め
ぐ
る
議
論
が
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
各
国
に
お
い
て
も
活
発
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
、
本
稿
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
文
脈
に
お
け
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ

ム
法
理
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
一
章
に
お
い
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ

ム
法
理
を
概
観
し
、
そ
の
法
的
構
造
や
内
実
を
考
察
す
る
。
そ
の
上
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
機
能
等
を
考
察

し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
類
似
性
を
検
討
す
る
。
次
に
、
第
二
章
に
お
い
て
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
対
し
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
を
適
用
す
る
際
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
パ

ブ
リ
ッ
ク
に
関
す
る
課
題
と
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
関
す
る
課
題
を
取
り
上
げ
、
こ
の
二
つ
の
課
題
に
対
す
る
、
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
所

（
以
下
「
連
邦
最
高
裁
」
と
い
う
）
を
は
じ
め
と
す
る
各
国
の
実
務
と
学
説
の
見
解
を
考
察
す
る
。
第
三
章
に
お
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー

（
6
）
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インターネット・プラットフォームにおけるパブリック・フォーラム法理の適用可能性に関する一考察（一）

ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
お
け
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
の
適
用
可
能
性
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
を
含
め
た
各
国
の
近

年
の
判
例
の
傾
向
を
扱
う
。
そ
し
て
、
第
四
章
に
お
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
文
脈
に
お
け
る
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
適
用
可
能
性
を
め
ぐ
る
解
釈
論
上
の
論
争
、
特
に
そ
の
中
の
、
解
釈
論
上
の
可
能
性
に
途
を
開
く
学
説
を
取
り
上

げ
て
考
察
す
る
。
最
後
に
、
判
例
と
学
説
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
前
提
に
、
第
五
章
に
お
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ム
に
対
し
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
を
適
用
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
試
み
た
い
。
本
稿
は
、
主
に
ア
メ

リ
カ
の
判
例
と
学
説
上
の
議
論
を
素
材
に
し
て
考
察
を
加
え
て
い
る
も
の
の
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該
検
討
に
示
唆
を
も
た
ら
す
ド
イ

ツ
や
日
本
の
判
例
、
学
説
を
扱
っ
て
い
る
。

第
一
章　

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

　
　

一　

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理

　

連
邦
最
高
裁
の
判
例
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
は
、
表
現
活
動
の
た
め
に
あ
る
場
所
に
ア
ク
セ
ス
す

る
権
利
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
と
す
る
法
理
で
あ
る
。
当
該
法
理
は
、
表
現
の
自
由
と
場
所
の
関
連
性
を
憲
法
学
の
観
点
か
ら
解
明
す

る
手
法
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
な
く
、
日
本
や
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
広
く
参
照
さ
れ
て
き
た
。

　
（
1
）
連
邦
最
高
裁
の
展
開
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理

　

今
日
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
の
枠
組
み
の
基
本
形
を
確
定
し
た
の
は
、
一
九
八
三
年
のPerry

判
決
で
あ
っ
た
。Perry

判
決
に
お
い
て
法
廷
意
見
を
執
筆
し
た
バ
イ
ロ
ン
・
Ｒ
・
ホ
ワ
イ
ト
（Byron R. W

hite

）
裁
判
官
は
、
表
現
活
動
の
た
め
に
公
的
な

場
所
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
か
、
及
び
当
該
ア
ク
セ
ス
を
制
約
す
る
行
為
に
ど
の
よ
う
な
審
査
基
準
を
適
用
す
べ
き
か
は
、
そ
の
場
所
の

性
質
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
上
で
、
問
題
と
な
る
場
所
の
性
質
に
依
拠
し
つ
つ
、
当
該
場
所
を
次
の

（
7
）
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論　　　説

三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
し
て
異
な
る
審
査
基
準
を
適
用
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を

提
示
し
た
。

　

三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
一
つ
目
は
、
伝
統
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
る
。
伝
統
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
は
、
永

き
に
わ
た
る
伝
統
や
昔
か
ら
の
政
府
の
命
令
に
よ
っ
て
集
会
や
討
議
の
た
め
に
捧
げ
ら
れ
て
き
た
公
的
な
場
所
を
言
う
。
そ
の
例
と
し

て
は
、
公
道
、
公
園
、
歩
道
が
挙
げ
ら
れ
る
。
伝
統
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
該
当
性
判
断
基
準
に
つ
い
て
、H

ague

判
決

は
「
記
憶
に
な
い
ほ
ど
太
古
か
ら
」
表
現
活
動
の
た
め
に
供
さ
れ
て
き
た
伝
統
・
歴
史
を
有
す
る
場
所
で
の
表
現
活
動
が
、
憲
法
上
手

厚
く
保
護
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
以
降
、
連
邦
最
高
裁
は
、
基
本
的
に
こ
の
伝
統
性
基
準
に
依
拠
し
て
き

た
。
伝
統
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
、
政
府
が
表
現
活
動
を
制
限
す
る
場
合
は
、
そ
の
制
限
は
厳
格
な
審
査
に
服
す
る

こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
言
う
と
、（
ア
）「
政
府
は
す
べ
て
の
表
現
活
動
を
絶
対
的
に
禁
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。（
イ
）「
政
府

が
内
容
に
基
づ
い
て
表
現
活
動
を
排
除
す
る
場
合
は
、
そ
の
排
除
は
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
に
仕
え
る
よ
う
限
定
的
に
仕
立
て
ら
れ
、

か
つ
そ
の
よ
う
な
目
的
達
成
の
た
め
に
限
定
的
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。（
ウ
）「
内
容
中
立
的
な
時
・
場
所
・
方
法
の
規
制

の
場
合
は
、
重
要
な
政
府
の
目
的
に
仕
え
る
よ
う
限
定
的
に
仕
立
て
ら
れ
、
か
つ
十
分
な
代
替
的
伝
達
手
段
が
開
設
さ
れ
て
い
る
限
り

に
お
い
て
、
規
制
が
許
さ
れ
る
」。

　

二
つ
目
は
、
指
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
る
。
指
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
は
、
表
現
活
動
の
場
所
と
し
て

公
衆
の
利
用
に
供
す
る
た
め
に
政
府
が
開
設
し
た
公
的
な
財
産
を
言
う
。
そ
の
例
と
し
て
は
、
公
立
の
集
会
施
設
、
市
営
劇
場
、
公
共

図
書
館
が
挙
げ
ら
れ
る
。
政
府
は
指
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
設
し
維
持
す
る
義
務
は
負
っ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
を
開
設

あ
る
い
は
維
持
す
る
限
り
、
そ
こ
で
表
現
活
動
を
制
限
す
る
場
合
は
、
伝
統
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
け
る
場
合
と
同
様
の

対
応
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
指
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
該
当
性
判
断
は
、
意
図
基
準
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
す

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）（

12
）

（
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）
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な
わ
ち
、
あ
る
場
所
が
指
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク･

フ
ォ
ー
ラ
ム
と
認
定
さ
れ
る
の
は
、
当
該
場
所
を
表
現
の
場
と
し
て
開
放
す
る
と
い
う

政
府
の
明
確
な
意
図
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
ま
た
、Perry

判
決
の
脚
注
で
曖
昧
に
定
義
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
政
府
が
パ
ブ
リ

ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
創
設
す
る
際
は
、
そ
れ
を
特
定
の
主
体
や
主
題
に
限
定
し
て
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
政
府
は
限
定

的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
創
設
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
限
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
の
表
現
規
制
に
対
し

て
は
、
合
理
性
と
観
点
差
別
禁
止
が
要
求
さ
れ
る
と
と
も
に
、
許
容
さ
れ
た
表
現
者
と
同
じ
条
件
を
満
た
す
表
現
者
を
制
限
す
る
場
合

は
厳
格
な
審
査
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

　

三
つ
目
は
、
非
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
る
。
非
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
は
、
伝
統
あ
る
い
は
政
府
の
意
図
の
い
ず

れ
の
点
か
ら
見
て
も
、
公
共
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
場
所
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
公
的
な
財
産
を
言
う
。
非
パ
ブ

リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
は
、
表
現
規
制
に
対
し
、
合
理
性
と
観
点
差
別
禁
止
と
い
う
緩
や
か
な
審
査
の
み
が
要
求
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
非
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
公
権
力
が
表
現
活
動
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
時
・
場
所
・
方
法
の
規

制
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
ほ
か
、
特
定
の
観
点
を
抑
圧
せ
ず
、
か
つ
合
理
的
と
み
な
さ
れ
る
場
合
も
、
表
現
規
制
が
許
さ
れ
る
。
非

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
そ
の
所
有
者
・
管
理
者
で
あ
る
公
的
な
主
体
が
、
私
有
財
産
の
所
有
者
・
管
理
者
の
場
合
と
同
様

に
、
当
該
「
財
産
を
合
法
的
に
使
用
す
る
た
め
に
自
分
の
管
理
の
下
に
置
く
権
利
」
と
、
そ
の
権
利
に
基
づ
き
「
表
現
活
動
を
制
限
す

る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
裁
量
権
」
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

Perry

判
決
で
示
さ
れ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
は
、「
公
有
地
な
い
し
公
的
管
理
施
設
た
る
表
現
活
動
の
場
が
、
伝
統

あ
る
い
は
政
府
の
意
図
に
基
づ
き
、
表
現
活
動
の
た
め
に
開
か
れ
て
い
る
場
合
に
、
公
衆
が
表
現
活
動
を
行
う
た
め
に
そ
こ
に
ア
ク
セ

ス
す
る
権
利
が
憲
法
に
よ
っ
て
厚
く
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
命
題
で
あ
る
と
総
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
以
降
、

連
邦
最
高
裁
の
多
数
派
は
、
基
本
的
にPerry

判
決
の
上
述
の
見
解
を
踏
襲
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
連
邦
最
高
裁
の
多
数
派
の
見

（
14
）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）
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）
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解
に
よ
る
と
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
は
、
対
立
す
る
利
益
を
慎
重
に
考
慮
す
る
代
わ
り
に
、
問
題
と
な
る
場
所
を
そ
の
性

質
に
応
じ
て
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
審
査
基
準
を
適
用
す
る
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採

用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
は
「
二
分
論
」
を
採
用
し
て
い
る
。
あ
る
場
所
に
お
け
る
表
現
活
動
が
憲

法
上
手
厚
く
保
護
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
は
、
当
該
場
所
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
ま
た
、

そ
の
判
断
基
準
と
し
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
は
、
政
府
が
何
ら
か
の
所
有
権
そ
の
他
の
財
産
的
利
益
を
有
す
る
公
共
の

場
所
で
、
か
つ
伝
統
的
に
表
現
活
動
に
用
い
ら
れ
る
場
所
及
び
政
府
の
意
図
に
基
づ
き
表
現
活
動
に
供
さ
れ
る
場
所
に
し
か
適
用
で
き

な
い
と
言
わ
れ
る
。

　
（
2
）
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
の
内
実

　

二
〇
世
紀
以
降
、
巨
大
な
独
占
的
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
と
と
も
に
、
表
現
の
送
り
手
と
受
け
手
の
分
断
と
固
定
化
と
い
う
状
況

が
顕
著
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
資
金
力
、
政
治
力
、
社
会
的
地
位
に
お
い
て
劣
位
に
あ
る
一
般
公
衆
が
表
現
の
送
り
手
と
な
る
こ
と

は
容
易
で
は
な
い
し
、
既
成
の
情
報
内
容
を
受
動
的
に
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
公
衆
の
中
に
は
、
マ

ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
経
由
す
る
代
わ
り
に
、
公
道
や
公
園
、
公
立
劇
場
と
い
っ
た
場
所
を
表
現
活
動
の
場
と
し
て
活
用
し
、
自
ら
の
主
張

を
公
に
発
信
し
よ
う
と
す
る
者
も
存
在
し
た
。
何
ら
か
の
空
間
が
あ
り
、
そ
こ
が
表
現
活
動
の
た
め
の
場
所
と
し
て
一
般
公
衆
に
開
放

さ
れ
て
い
る
と
き
、
表
現
の
た
め
に
そ
の
場
所
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
が
憲
法
に
よ
っ
て
厚
く
保
障
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
表
現
活
動
を

行
う
た
め
の
リ
ソ
ー
ス
を
欠
く
一
般
公
衆
に
と
っ
て
も
、
表
現
の
自
由
を
享
受
す
る
機
会
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
確
保
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
が
登
場
し
た
背
景
に
は
、
表
現
の
た
め
の
場
所
の
保
障
を
通
じ
た
、
表
現
の
自
由
の
実
質
化

と
い
う
問
題
意
識
が
あ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
そ
も
そ
も
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
は
、
一
般
公
衆
の
中
で
も
特
に
少
数
者
の
意
見
を
他
者
に
伝
達
す
る
通

（
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）

（
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）
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路
を
確
保
し
、
表
現
者
が
、
自
ら
表
現
す
る
場
所
と
そ
の
表
現
を
受
け
取
る
聴
衆
の
両
方
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
を

重
視
し
て
い
た
。
表
現
活
動
が
行
わ
れ
る
場
所
の
性
質
に
着
目
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
表
現
規
制
の
審
査
基
準
を
決
定
し
た
た
め
、
地
理

的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、
一
般
の
人
が
頻
繁
に
訪
れ
る
場
所
で
の
表
現
を
保
障
す
る
こ
と
で
、
資
金

力
、
政
治
力
、
社
会
的
地
位
に
お
い
て
劣
位
に
あ
る
者
や
少
数
者
の
意
見
の
伝
達
を
後
押
し
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
設
は
、
表
現
の
自
由
の
行
使
に
立
ち
は
だ
か
る
事
実
上
の
格
差
を
解
消
・
緩
和
す
る
た
め
の
、

表
現
の
自
由
に
対
す
る
「
政
府
の
補
助
金
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
創
設
自
体

や
、
そ
こ
で
の
表
現
の
聴
衆
へ
の
到
達
ま
で
保
障
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
は
、
元
々
、
公
権
力
に
よ
る
特
定
の
場
所
で
の
表
現
規
制
を
制
限
す
る
ル
ー
ル
で
あ
り
、
活
発
か

つ
多
様
な
公
共
的
討
論
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
政
府
は
一
般
公
衆
が
表
現
活
動
を
行
い
、
他
人
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
し
、
政
府
関
係
者
に
対
し
て
自
分
の
意
見
を
伝
達
す
る
た
め
の
場
を
確
保
し
、
そ
こ
に
配
慮
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
裁
判
所
に
お
い
て
、
あ
る
表
現
規
制
が
憲
法
上
の
厳
格
な
審
査
を
受
け
る
べ
き
か
ど
う
か
を
見
極
め
、
憲
法
的
に
分
析
す
る
た

め
の
便
利
な
手
法
と
し
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
は
、
表
現
の
自
由
の
保
護
と
表
現
の
場
所
を
関
連
さ
せ
て
扱
っ
て
き
た

の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
　

二　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
は

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
は
何
か
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
ま
だ
明
確
な
定
義
が
確
立
し
て
い
な
い
。
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
広
義
に
捉
え
る
と
、（
ア
）
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
等
の
情
報
通
信
デ
バ
イ
ス
で
あ
る
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
か
ら
、

（
イ
）
ド
メ
イ
ン
ネ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
（
Ｄ
Ｎ
Ｓ
）
等
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
の
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
、（
ウ
）
ユ
ー

ザ
ー
に
よ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
の
作
成
、
掲
載
、
伝
達
、
獲
得
と
い
っ
た
活
動
の
た
め
の
場
所
あ
る
い
は
ツ
ー
ル
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ

（
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）
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ッ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
、（
エ
）A

pple

のiO
S

等
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
活
動
を
支
え
る
、

ま
た
は
関
与
す
る
あ
ら
ゆ
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
そ
の

仕
組
み
や
機
能
、
実
装
の
具
体
的
な
形
態
、
規
模
、
及
び
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
多
種
多
様
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
技

術
の
革
新
に
よ
っ
て
急
速
に
変
化
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
厳
密
に
定
義
す
る
こ
と
自
体

が
そ
も
そ
も
不
可
能
と
い
う
状
況
に
あ
る
。
し
か
し
、
機
能
面
か
ら
考
察
す
る
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
あ

る
種
の
媒
介
あ
る
い
は
仲
介
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
一
般
に

は
、
情
報
や
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
と
受
領
者
を
仲
介
ま
た
は
媒
介
し
、
情
報
や
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
流
通
の
基
盤
・
環
境
を
提

供
す
る
場
で
あ
る
と
狭
く
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

本
稿
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
適
用
す
る
可
能
性
を
検
討
す
る
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
の
根
底
に
は
、
情
報
や
意
見
の
伝
達
を
促
進
す
る
た
め
、
表
現
活
動
の
場
に
ア
ク
セ

ス
す
る
権
利
を
手
厚
く
保
障
し
よ
う
と
い
う
発
想
が
あ
る
。
こ
の
基
本
的
な
発
想
を
踏
ま
え
る
と
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
適
用
す
る
可
能
性
を
検
討
す
る
場
合
も
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
中
の
表
現
活
動
に
用

い
ら
れ
る
も
の
に
限
定
し
て
考
察
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
本
稿
は
検
討
対
象
と
し
て
、
主
に
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の

中
の
、
ユ
ー
ザ
ー
に
よ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
の
作
成
、
掲
載
、
伝
達
、
獲
得
と
い
っ
た
活
動
が
行
わ
れ
る
場
所
あ
る
い
は
ツ
ー
ル
を
提
供
す

る
も
の
を
念
頭
に
お
く
も
の
と
す
る
。

　

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
に
よ
っ
て
詳
細
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
、
さ
ら
に

ユ
ー
ザ
ー
に
よ
っ
て
使
用
法
が
具
体
的
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
表
現
活
動
の
場
所
あ
る
い
は
ツ
ー
ル
を
提
供
す
る

も
の
に
狭
く
限
定
し
て
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
多
様
性
・
複
雑
性
を
考
慮
し
な
い
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・

（
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インターネット・プラットフォームにおけるパブリック・フォーラム法理の適用可能性に関する一考察（一）

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
の
適
用
可
能
性
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
。
そ

の
代
わ
り
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
い
う
広
大
で
複
雑
な
場
を
、
表
現
の
自
由
と
の
関
連
性
が
高
く
て
比
較
的

小
さ
い
単
位
に
分
解
し
た
上
で
、
そ
こ
に
お
け
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
の
適
用
可
能
性
を
考
察
す
る
方
が
よ
り
適
切
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
間
の
相
違
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
内
の
相
違
が
も
た

ら
す
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
注
意
を
払
い
つ
つ
、
特
定
の
種
類
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ

ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
特
定
の
部
分
、
あ
る
い
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
上
の
個
々
の
ア
カ
ウ
ン
ト
に
焦
点
を
当
て
て
、

選
択
的
に
考
察
す
べ
き
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、Facebook

やT
w

itter

の
よ
う
な
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
公
共
の
チ
ャ
ッ
ト
ル
ー
ム
、Y

ouT
ube

等
の
ビ
デ
オ
共
有
サ
イ
ト
の
よ
う

な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
一
般
公
衆
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
や
表
現
の
た
め
の
利
用
に
完
全
に
開
放
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
は
、
ユ
ー
ザ
ー
が
情
報
や
意
見
を
掲
載
・
交
換
す
る
た
め
の
ア
カ
ウ
ン
ト
を
開

設
し
、
表
現
活
動
を
行
う
た
め
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
そ
の
上
で
ア
カ
ウ
ン
ト
を
開
設
し
、
表
現
活
動
を
行
う
た
め
に
当
該
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
に
ア
ク
セ
ス
す
る
ユ
ー
ザ
ー
に
と
っ
て
、
表
現
の
場
所
に
な
る
。
ま
た
、「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
」
や
「Y

ahoo

ニ
ュ
ー
ス
」

と
い
っ
た
ニ
ュ
ー
ス
サ
イ
ト
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
各
種
情
報
の
掲
載
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
場
所
に
情
報
を
掲
載
す
る
者
に
対
し
て
、
広
く
一
般
に
表
現
の
場
所
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
表
現

の
場
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
、
本
稿
は
、
ま
ず
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
コ
ン
テ
ン
ツ
共
有
サ
イ
ト
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
、
ニ
ュ
ー
ス
サ
イ
ト
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
検
討
対
象
と
す
る
。

　

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
多
く
が
、
そ
の
所
有
者
・
管
理
者
自
ら
が
表
現
す
る
た
め
の
単
純
な
情
報
の
掲

（
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載
部
分
と
、
他
の
ユ
ー
ザ
ー
の
コ
メ
ン
ト
の
た
め
に
提
供
さ
れ
る
、
対
話
性
の
あ
る
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
部
分
の
双
方
を
同
時
に
含

ん
で
い
る
。
こ
の
場
合
、
当
該
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
部
分
、
例
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ス
サ
イ
ト
の
コ
メ
ン
ト
欄
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
やY

ouT
ube

の
ア
カ
ウ
ン
ト
で
の
コ
メ
ン
ト
欄
は
、
そ
こ
に
ア
ク
セ
ス
し
、
コ
メ
ン
ト
を
し
た
い
ユ
ー
ザ
ー
に
と
っ
て
、
表
現
の
場
所
と
し
て
役
立

っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
も
っ
と
も
、
ニ
ュ
ー
ス
サ
イ
ト
の
コ
メ
ン
ト
欄
は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
が
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
やY

ouT
ube

の
ア
カ
ウ
ン
ト
で
の
コ
メ
ン
ト
欄
は
ア
カ
ウ
ン
ト
を
開
設
す
る
ユ
ー
ザ
ー
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
。
ニ

ュ
ー
ス
サ
イ
ト
の
場
合
、
当
該
コ
メ
ン
ト
欄
は
、
表
現
活
動
を
行
う
た
め
に
ア
ク
セ
ス
す
る
ユ
ー
ザ
ー
に
と
っ
て
、
表
現
の
場
に
な
る
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
やY

ouT
ube

の
場
合
、
コ
メ
ン
ト
欄
の
つ
い
た
ア
カ
ウ
ン
ト
を
開
設
す
る
ユ
ー
ザ
ー
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
設

計
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
利
用
規
約
・
ポ
リ
シ
ー
に
従
っ
て
表
現
活
動
を
行
う
と
同
時
に
、
そ
の
ア
カ
ウ
ン
ト

中
の
コ
メ
ン
ト
や
他
の
ユ
ー
ザ
ー
に
よ
る
当
該
ア
カ
ウ
ン
ト
の
フ
ォ
ロ
ー
に
対
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
こ
れ
ら
の
ア
カ
ウ
ン
ト
が
異
な
る
主
体
に
よ
っ
て
開
設
さ
れ
た
場
合
、
例
え
ば
、（
ア
）
公
権
力
に
よ
り
公
的
な
立
場
で
開
設
さ

れ
た
場
合
と
、（
イ
）
数
多
く
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
と
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
私
的
な
イ
ン
フ
ル
エ
ン
サ
ー
に
よ
り
開
設
さ
れ
、
対
話
性
の

あ
る
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
部
分
を
維
持
す
る
場
合
、
そ
し
て
、（
ウ
）
上
記
の
主
体
以
外
の
私
的
な
主
体
に
よ
り
開
設
さ
れ
る
場
合

と
で
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
性
質
も
変
わ
る
。
そ
の
た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
多
様
性
と
複
雑
性
を
踏
ま

え
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
の
適
用
可
能
性
を
個
別
的
か
つ
具
体
的
に
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　

三　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
類
似
性

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
上
の
表
現
規
制
の
問
題
を
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
の
適
用
と
い
う
観
点
か
ら
考

察
す
る
と
い
う
発
想
は
、
決
し
て
突
飛
な
考
え
で
は
な
い
。
そ
の
第
一
の
理
由
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
パ
ブ

リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
機
能
上
の
類
似
性
に
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
内
外
の
研
究
に
照
ら
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ

（
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インターネット・プラットフォームにおけるパブリック・フォーラム法理の適用可能性に関する一考察（一）

ォ
ー
ム
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
の
類
似
性
を
整
理
し
て
お
く
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
表
現
活
動
の
た
め
の
場
所
と
し
て
、
現
代
人
に
と
っ
て
も
は
や
欠
く
こ
と
の
で
き
な

い
存
在
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
デ
ー
タ
か
ら
も
容
易
に
わ
か
る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
一
つ
で
あ
るFacebook

は
、
二

〇
一
九
年
九
月
末
の
時
点
で
、
全
世
界
に
お
け
る
月
間
二
四
億
五
〇
〇
〇
万
人
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
利
用
者
に
と
っ
て
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で

の
情
報
収
集
の
場
と
し
て
機
能
し
、
か
つ
著
名
人
・
有
名
人
、
友
人
と
の
リ
ア
ル
な
交
流
の
場
と
し
て
活
発
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
ビ
デ
オ
共
有
の
た
め
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
あ
るY

ouT
ube

に
ア
ク
セ
ス
す
る
ユ
ー
ザ
ー
は
、
一
か
月

あ
た
り
数
十
億
存
在
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
ピ
ュ
ー
研
究
セ
ン
タ
ー
（Pew

 Research Center

）
の
レ
ポ
ー
ト
に
よ
る
と
、
二
〇

一
九
年
四
月
十
日
の
時
点
で
、
ア
メ
リ
カ
の
成
人
の
六
九
％
が
少
な
く
と
も
一
つ
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
サ
イ
ト
を
使
用
し
、
圧
倒
的
多
数
の
ア
メ

リ
カ
人
（
八
九
％
）
が
少
な
く
と
も
一
部
の
ニ
ュ
ー
ス
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
入
手
し
て
い
る
と
言
う
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、

大
統
領
を
は
じ
め
と
す
る
ほ
ぼ
す
べ
て
の
政
府
関
係
者
が
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
ア
カ
ウ
ン
ト
を

保
有
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
利
用
者
の
数
と
利
用
の
範
囲
か
ら
、
現
代
社
会
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
重
要
性
、
特
に
情
報
の
伝
達
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
現
代
的
重
要
性
が
う
か
が
え
る
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
は
、
登
録
し
た
ユ
ー
ザ
ー
の
す
べ
て
が
、
安
価
で
簡
単
に
情
報
を
発
信
し
た
り
、
写
真

や
ビ
デ
オ
を
投
稿
し
た
り
、
他
人
に
自
分
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
見
せ
た
り
、
そ
れ
に
応
答
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
る
と
、

様
々
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
て
、
人
々
は
オ
フ
ラ
イ
ン
の
世
界
の
時
間
的
・
空
間
的
な
様
々
な
限
界
を
超

え
、
情
報
の
発
信
、
共
有
、
コ
メ
ン
ト
及
び
議
論
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
代
表
例
で
あ
るT

w
itter

が
宣
言
し
た

よ
う
に
、
そ
の
使
命
、
あ
る
い
は
そ
の
価
値
観
は
「
世
界
で
い
ま
起
き
て
い
る
こ
と
、
人
々
が
話
し
て
い
る
こ
と
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で

映
し
」、「
ユ
ー
ザ
ー
が
公
的
に
発
信
す
る
場
を
提
供
し
つ
つ
、
発
信
内
容
へ
の
干
渉
は
最
低
限
に
」
す
る
こ
と
に
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ

（
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ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
は
ユ
ビ
キ
タ
ス
、
参
加
の
ハ
ー
ド
ル
の
低
さ
、
オ
ー
プ
ン
性
と
い
っ
た
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
た
め
、
人
々

は
不
安
を
抱
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
使
い
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
、
人
々
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

を
利
用
し
、
公
的
問
題
を
討
議
し
た
り
、
公
権
力
当
局
と
直
接
意
見
を
交
換
し
た
り
す
る
こ
と
も
ま
す
ま
す
増
え
て
い
る
。
言
い
換
え

る
と
、
公
権
力
当
局
は
、
市
庁
舎
の
よ
う
な
ア
ナ
ロ
グ
世
界
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
代
わ
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
加
え
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
し
、
一
般
公
衆
や
有
権
者
と
簡
単
に
、
か
つ
広
範
囲
に
情
報
を
共
有
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
表
現
の
機
会
を
「
一
部
の
エ
リ
ー
ト
か
ら
諸
個
人
へ
」
と
広
く
開
放

し
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
時
代
に
お
い
て
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
難
か
っ
た
相
手
と
の
間
（
ひ
い
て
は
公
権
力
と
の
間
）
で
も
、
双

方
向
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
に
し
て
お
り
、
あ
る
意
味
で
「
情
報
の
送
り
手
と
受
け
手
の
分
化
」
を
解
消
し
た
と
す
ら
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
「
表
現
領
域
を
拡
大
す
る
舞
台
と
し
て
脚
光
を
浴
び
」
て
お
り
、
こ

の
こ
と
を
も
っ
て
「
言
論
の
自
由
市
場
」
が
具
現
化
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

総
じ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
公
道
や
公
園
以
上
に
極
め
て
低
コ
ス
ト
で
効
果
的
に
表
現
す
る
た
め
の
強

力
な
手
段
を
提
供
し
、
公
道
や
公
園
よ
り
も
は
る
か
に
広
い
範
囲
で
人
々
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
も
可
能
に
し
、
一
般
公

衆
、
と
り
わ
け
発
言
力
の
弱
い
者
の
表
現
の
機
会
を
保
障
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
は
、
表
現
活
動
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
そ
の
主
要
な
機
能
と
さ
れ
る
こ
と
、
表
現
活
動
に
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
も
そ
の
主
要
な
機
能

が
低
下
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て
表
現
活
動
に
用
い
ら
れ
る
の
は
そ
の
主
要
な
機
能
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る
。
典
型
的
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
る
公
道
と
公
園
が
、
表
現
の
た
め
だ
け
に
開
放
さ
れ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
の

に
対
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
む
し
ろ
表
現
を
目
的
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ

（
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インターネット・プラットフォームにおけるパブリック・フォーラム法理の適用可能性に関する一考察（一）

れ
に
加
え
、
一
つ
の
公
園
ま
た
は
公
道
に
お
い
て
同
時
に
行
わ
れ
る
表
現
活
動
の
数
は
明
ら
か
に
限
定
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
聴
衆
が

不
本
意
に
遭
遇
す
る
お
そ
れ
も
あ
る
の
に
対
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
場
合
は
、
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
の
有
限
性

や
不
本
意
の
聴
衆
の
よ
う
な
表
現
規
制
の
正
当
化
理
由
が
意
味
を
な
さ
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
典
型
的
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
る
公
道
や
公
園
と
同
程
度
に
、
場
合
に
よ
っ

て
は
そ
れ
以
上
に
、
表
現
の
自
由
の
行
使
に
資
す
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
特
に
、
二
〇
二
一
年
現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
（CO

V
ID

-19
）
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
対
応
す
る
た
め
、
物
理
的
な
公
的
な
場
所
が
広
範
囲
に
閉
鎖
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
表
現
の
場
と
し
て
の
役
割
は
、
よ
り
一
層
の
重
要
性
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。

　

上
記
の
考
察
か
ら
す
れ
ば
、
公
道
や
公
園
と
い
っ
た
典
型
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
、
従
来
と
比
較
す
る
と
、
相
対
的
に
重

要
性
を
失
い
つ
つ
あ
る
の
に
対
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
新
し
い
表
現
の
場
所
と
し
て
、
ま
す
ま
す
脚
光
を

浴
び
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
機
能
上
の
類
似
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を

併
せ
考
え
る
と
、
公
道
、
公
園
の
よ
う
な
典
型
的
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
代
わ
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ム
こ
そ
が
、
今
日
で
は
真
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
も
、
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
機
能
上
の
類
似
性
か
ら
推
論
し
て
、
あ
る

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
議
論
や
討
論
の
た
め
に
意
図
的
に
設
計
さ
れ
開
放
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
こ
を
パ
ブ
リ

ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
、
一
定
の
合
理
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
の
発
展
過
程
に
鑑
み
、
同
法
理
は
柔
軟
か
つ
拡
張
可
能
な
法
的
概
念
で
あ
っ
た
と
い
う
点

も
見
逃
せ
な
い
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
が
創
設
さ
れ
た
当
初
は
、
伝
統
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
い
う
一
つ
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
し
か
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
の
一
連
の
判
決
に
よ
り
、
指
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
や
限
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ

（
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（
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論　　　説

ォ
ー
ラ
ム
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
考
案
さ
れ
、
そ
の
範
囲
が
拡
張
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
の
射
程
を
拡
大
し
、
同
法
理
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
い
う
新
た
な
表
現
の
場
に
拡
張
適

用
す
る
こ
と
も
、
十
分
検
討
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
章　

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
の
適
用
の
課
題

　
　

一　

二
つ
の
課
題

　

古
い
判
例
に
よ
れ
ば
、
あ
る
場
所
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
み
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
場
所
が
政
府
に
よ
っ
て
所
有
・

管
理
・
後
援
（
出
資
）
さ
れ
て
い
て
、
か
つ
、
土
地
や
建
物
の
よ
う
な
物
理
的
・
地
理
的
要
素
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す

な
わ
ち
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
場
所
の
公
物
性
及
び
物
理
性
・
地
理
性
と
い
う
二
つ
の
要
件
が

満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
所
有
者･

管
理
者
（
あ

る
い
は
開
設
者
）
の
ほ
と
ん
ど
が
公
的
機
関
で
な
く
、
む
し
ろ
私
人
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
は
物
理
的
・
地
理
的
な
要
素
が
な
く
、
物
理
的
・
地
理
的
空
間
と
み
な
せ
な
い
こ
と
も
明
白
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
公
物
性
と
物
理
性
・
地
理
性
と
い
う
基
本
的
な
性
質
が
欠
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
扱
う
こ
と
に
支
障
は
な
い
の
か
と
い
う
問
題
は
、
憲
法
学
上
も
容
易
に
解
答

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
難
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ム
へ
の
適
用
可
能
性
の
検
討
に
際
し
て
は
、
以
下
の
二
つ
の
課
題
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
一
つ
は
、
私
人
が
所
有
ま
た
は
管

理
す
る
場
所
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
、
果
た
し
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
性
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
、
パ
ブ
リ

ッ
ク
性
の
要
件
に
関
わ
る
課
題
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
非
物
理
的
・
非
地
理
的
場
所
で
あ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
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インターネット・プラットフォームにおけるパブリック・フォーラム法理の適用可能性に関する一考察（一）

ム
を
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
性
の
要
件
に
関
わ
る
課
題
で
あ
る
。

　

後
者
の
物
理
的
・
地
理
的
場
所
と
い
う
フ
ォ
ー
ラ
ム
性
の
要
件
に
つ
い
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
を
物
理
的
・
地
理
的

な
場
所
以
外
の
領
域
に
も
適
用
で
き
る
と
い
う
見
解
は
、
連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
も
学
界
に
お
い
て
も
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
と
言
え
る
。Perry

判
決
以
降
の
、Rosenberger

判
決
や
、Cornelius

判
決
等
の
一
連
の
判
決
が
示
し
た
よ
う
に
、
表
現
活

動
の
た
め
の
物
理
的
・
地
理
的
な
場
所
に
か
か
る
法
理
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
が
、
そ
の
展
開
の

過
程
で
、
物
理
的
・
地
理
的
な
場
所
と
は
言
え
な
い
よ
う
な
場
所
に
も
及
び
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
連
邦
最
高
裁
の
多
数
派
に
よ

り
、
既
に
承
認
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
下
級
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
も
、
物
理
的
な
場
所
以
外
の
表
現
場
所
で
あ
っ

て
も
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
み
な
す
可
能
性
が
あ
る
と
判
示
し
た
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
判
例
の
展
開
か
ら
見
る

と
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
認
定
に
お
い
て
、
場
所
の
物
理
性
・
地
理
性
は
必
ず
し
も
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
前
者
の
私
的
な
場
所
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
を
適
用
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
判
例
は
、
少
な
く
と
も
ア

メ
リ
カ
で
は
極
め
て
例
外
的
で
あ
る
と
言
え
る
。
学
説
に
お
い
て
も
、
消
極
的
な
見
解
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
を
公
的
な
場
所
を
超
え
る
範
囲
に
ま
で
適
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
な
い
数
の
判
例
と
学

説
が
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
公
的
所
有
・
管
理
と
い
う
パ
ブ
リ
ッ
ク
性
の
要
件
に
つ
い
て
、
判
例
上
の
見
解
と
学

説
上
の
論
争
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

　
　

二　

公
的
所
有
・
管
理
と
い
う
パ
ブ
リ
ッ
ク
性
の
要
件
に
つ
い
て

　
（
1
）
判
例
上
の
見
解

　

私
有
化
・
民
営
化
が
急
速
に
進
展
し
よ
う
と
、
そ
こ
が
ア
ナ
ロ
グ
世
界
で
あ
ろ
う
と
デ
ジ
タ
ル
世
界
で
あ
ろ
う
と
、
連
邦
最
高
裁
の

多
数
意
見
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
を
私
的
な
場
所
に
適
用
拡
大
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
極
め
て
消
極
的
な
立
場
を
採
っ

（
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論　　　説

て
い
る
。
例
え
ば
、Lee

判
決
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
一
般
公
衆
に
と
っ
て
ア
ク
セ
ス
可
能
な
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
は
私
的
な
場

所
な
の
で
あ
っ
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
な
い
と
い
う
判
断
を
下
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
子
細
に
観
察
す
る
と
、
実
際

は
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
連
邦
最
高
裁
も
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
例
え
ば
、
企
業
が
所
有
す
る
会
社
町
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ク
セ
ス
・
チ
ャ
ン
ネ
ル
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
、
あ
る
い
は
劇
場
が
問
題
に
な
っ
た
一
連
の
判
例
に
お
い
て
、

連
邦
最
高
裁
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
を
私
的
な
場
所
に
ま
で
拡
張
し
て
適
用
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
の
淵
源
と
み
ら
れ
るH

ague

判
決
が
そ
の
一
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。H

ague

判
決
で

の
ジ
ョ
ン
・
Ｇ
・
ロ
バ
ー
ツ
（John G. Roberts

）
裁
判
官
の
相
対
多
数
意
見
に
よ
る
と
、
そ
の
「
権
限
の
所
在
が
ど
こ
で
あ
れ
」、

公
道
や
公
園
は
「
記
憶
に
な
い
ほ
ど
昔
か
ら
人
々
が
利
用
す
る
た
め
に
託
さ
れ
」
て
き
た
と
い
う
伝
統･

歴
史
が
あ
る
た
め
、
表
現
活

動
を
目
的
と
し
て
こ
れ
ら
の
場
所
を
使
用
す
る
こ
と
は
「
市
民
の
特
権
、
免
除
、
権
利
、
自
由
の
一
部
」
に
な
る
と
さ
れ
る
。
ロ
バ
ー

ツ
裁
判
官
の
意
見
を
見
る
と
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
を
公
的
な
財
産
に
限
定
し
て
適
用
す
る
意
図
は
、
元
々
存
在
し
て
い

な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ロ
バ
ー
ツ
裁
判
官
は
、
表
現
の
場
所
が
公
的
所
有
か
、
私
的
所
有
か
と
い
う
問
い

を
立
て
て
お
ら
ず
、
所
有
権
の
所
在
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
認
定
を
左
右
す
る
も
の
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
、
公
と
私
の
形
式
的
な
区
別
を
拒
否
し
、
場
所
の
公
開
性
、
公
的
な
場
所
と
の
機
能
上
の
類
似
性
、
表
現
目
的
と
の
適
合
性
と

い
っ
た
諸
特
性
に
着
目
し
、
私
的
な
場
所
で
の
表
現
規
制
を
国
家
行
為
と
し
て
扱
う
判
例
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
一
九
四

六
年
のM
arsh

判
決
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
会
社
町
が
自
治
体
と
機
能
の
上
で
同
等
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
会
社
町
の
所
有

す
る
道
路
を
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
認
定
し
、
そ
こ
で
の
表
現
規
制
は
厳
し
い
審
査
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
当

該
判
決
に
お
い
て
、
表
現
規
制
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
認
定
に
関
す
る
公
と
私
の
形
式
的
な
区
別
の
代
わ
り
に
、
連
邦
最
高

裁
は
、
公
権
力
と
実
質
的
に
同
等
の
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
を
通
じ
て
会
社
町
が
表
現
活
動
を
規
制
し
た
と
言
え
る
の
か
を
め
ぐ
り
、
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慎
重
な
審
査
を
行
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ゴ
・
Ｌ
・
ブ
ラ
ッ
ク
（H

ugo L. Black

）
裁
判
官
は
「
所
有
権
が
絶
対
的
な
支
配
権
を
意
味
す
る

わ
け
で
は
な
い
」
と
指
摘
し
た
上
で
、「
所
有
権
者
は
自
分
の
利
益
の
た
め
に
自
分
の
財
産
を
一
般
公
衆
に
表
現
の
た
め
に
開
放
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
財
産
上
の
権
利
が
憲
法
上
の
制
限
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」
と
主
張
し
た
。
最
後
に
、
連
邦
最
高
裁
は

「
私
的
な
場
所
の
所
有
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
所
有
者
が
自
治
体
の
機
能
と
義
務
を
す
べ
て
引
き
受
け
た
の
な
ら
、
自
治
体
と
実
質
的

に
同
等
な
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
結
論
し
た
。
こ
の
結
論
は
、
会
社
町
と
い
う
極
め
て
特
異
な
状
況
の
中
で
の

限
ら
れ
た
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
と
し
て
も
、
所
有
権
の
所
在
を
も
っ
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
の
適
用
の
可
否
を
判
別
す
る

決
め
手
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
宣
言
し
た
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
そ
の
後
、
一
九
六
八
年
のLogan V

alley

判
決
に
お
い
て
、

連
邦
最
高
裁
は
、
問
題
と
さ
れ
た
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
が
、
一
般
公
衆
に
開
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、M

arsh

判
決
の

会
社
町
と
機
能
的
に
同
等
な
も
の
と
み
な
し
た
。
サ
ー
グ
ッ
ド
・
マ
ー
シ
ャ
ル
（T

hurgood M
arshall

）
裁
判
官
に
よ
る
と
、
私
的

な
場
所
で
あ
っ
て
も
、
一
般
公
衆
の
表
現
を
排
除
す
る
権
限
が
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
所
有
者
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
し
、

当
該
私
的
な
場
所
が
一
般
公
衆
に
開
放
さ
れ
、
か
つ
表
現
の
自
由
の
行
使
が
そ
の
場
所
の
通
常
の
使
用
を
妨
げ
な
い
限
り
、
そ
こ
で
の

表
現
活
動
を
規
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
判
決
の
採
用
し
た
判
断
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
す
ぐ
に

T
anner

判
決
を
は
じ
め
と
す
る
後
続
の
判
決
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
連
邦
最
高
裁
の
判
例
の
中
に
は
、
私
的
な
主
体
の
所
有
す
る
場
所
が
公
権
力
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
て
、

か
つ
公
衆
に
開
放
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
場
所
を
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
し
た
も
の
が

あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
九
六
年
のD

enver A
rea

判
決
に
お
い
て
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
Ｍ
・
ケ
ネ
デ
ィ
（A

nthony M
. K

ennedy

）

裁
判
官
は
、
当
該
事
件
で
問
題
と
さ
れ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ク
セ
ス
・
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
会
社
と
い
う
私
的
な
主
体

に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
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ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ク
セ
ス
・
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
認
定
さ
れ
る

理
由
は
、
地
方
政
府
と
の
間
で
、
当
該
私
有
財
産
に
関
し
て
「
公
共
の
言
論
活
動
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
を
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約

に
よ
り
取
り
決
め
た
」
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
九
七
五
年
のConrad

判
決
に
お
い
て
も
、「
表
現
活
動
の
た
め
に
設
計
さ
れ
か

つ
表
現
活
動
に
専
用
さ
れ
て
い
る
」
私
有
劇
場
が
、
チ
ャ
タ
ヌ
ー
ガ
市
に
よ
っ
て
長
期
的
に
貸
し
出
さ
れ
て
い
る
た
め
、
指
定
的
パ
ブ

リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
当
た
る
と
認
定
さ
れ
て
い
る
。

　

最
後
に
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
私
的
な
場
所
の
所
有
者
・
管
理
者
の
権
利
も
最
小
化
さ
れ
る
と
判
示
し
た
判
例
が
あ
る
。

例
え
ば
、
一
九
八
〇
年
のPrune Y

ard Shopping Center

判
決
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
私
的
な
主
体
が
所
有
・
管
理
す
る

場
所
で
あ
る
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
も
、
一
定
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
場
合
は
、
そ
こ
が
他
人
の
表
現
活
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ

た
と
し
て
も
、
そ
の
所
有
者
・
管
理
者
自
ら
の
表
現
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
示
し
た
。
そ
の
要
件
と
し
て
、
連
邦
最

高
裁
は
、（
ア
）
所
有
者
自
ら
の
選
択
に
よ
り
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
、（
イ
）
表
現
の
内
容
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
表
明
・
伝
達
が
強
制
さ

れ
る
も
の
で
も
、
ま
た
は
政
府
が
そ
の
選
別
を
行
う
も
の
で
も
な
い
こ
と
、（
ウ
）
所
有
者
・
管
理
者
の
見
解
と
同
一
視
さ
れ
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
の
対
策
が
容
易
で
あ
る
こ
と
、（
エ
）
所
有
者
・
管
理
者
は
場
所
内
で
行
わ
れ
た
表
現
を
公
に
批
判
す
る
完
全
な
自
由

を
有
す
る
こ
と
、
と
い
う
四
つ
の
要
件
を
提
示
し
た
。
つ
ま
り
、
当
該
判
決
に
よ
る
と
、
上
記
の
四
つ
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
私

的
な
主
体
が
所
有
・
管
理
す
る
場
所
で
あ
っ
て
も
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
さ
れ
る
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

他
方
で
、
ア
メ
リ
カ
と
異
な
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、

「
パ
ブ
リ
ッ
ク
」（öffentlich

）
と
い
う
概
念
が
「
政
府
に
よ
る
介
入
な
し
に
自
由
に
表
現
で
き
る
場
所
」
を
指
す
こ
と
が
あ
り
、
こ

れ
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
と
同
じ
機
能
を
果
た
す
場
面
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判

所
に
よ
る
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
」
概
念
を
巡
る
解
釈
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
法
理
で
あ
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
の
パ
ブ
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リ
ッ
ク
要
件
を
参
照
し
て
解
釈
す
る
余
地
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
〇
一
一
年
のFraport

判
決
は
、
民
営
化
と
デ
ジ
タ

ル
化
が
急
速
に
進
展
す
る
状
況
下
に
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
」
概
念
を
拡
充
す
る
一
つ
の
可
能
性
を
提

示
し
て
い
る
。
当
該
判
決
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
あ
る
場
所
が
一
般
公
衆
に
開
か
れ
て
い
て
、
立
ち
入
る
こ
と
が

で
き
る
か
ど
う
か
、
ま
た
は
当
該
場
所
が
「
開
か
れ
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
あ
る
か
ど
う
か
に
基
づ
き
、「
パ
ブ
リ
ッ
ク
」
と
さ
れ
る
か

ど
う
か
を
判
断
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
。
当
該
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
と
、
表
現
の
場
所
と
し
て
の
伝
統
性
・
歴
史
性
が

な
く
、
あ
る
い
は
表
現
目
的
で
開
放
す
る
政
府
の
意
図
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
場
所
の
所
有
者
・
管
理
者
が
一
旦
そ
の
場
所

を
一
般
大
衆
に
開
放
す
る
と
、
そ
こ
で
の
表
現
活
動
は
手
厚
く
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
場
所
が
私
有
財
産

で
あ
る
か
公
有
財
産
で
あ
る
か
に
関
係
な
く
、
公
共
的
な
議
論
の
提
供
を
引
き
継
い
だ
場
合
、
も
し
く
は
国
家
に
割
り
当
て
ら
れ
た
機

能
の
一
部
を
引
き
受
け
る
場
合
は
、「
パ
ブ
リ
ッ
ク
」
な
空
間
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

「
パ
ブ
リ
ッ
ク
」
概
念
は
、
公
共
所
有
に
よ
る
定
義
か
ら
、
表
現
の
場
所
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
、
つ
ま
り
そ
の
社
会

的
機
能
に
よ
る
定
義
へ
と
シ
フ
ト
し
て
き
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。「
パ
ブ
リ
ッ
ク
」
概
念
に
関
す
る
上
記
の
よ
う
な
機
能
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
が
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
を
私
的
な
表
現
場
所
に
拡
張
適
用
す
る
と
い
う
新
た
な
可
能
性
を
開
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
日
本
に
お
い
て
、
私
人
が
所
有
・
管
理
す
る
場
所
で
の
表
現
活
動
の
規
制
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
事
件
と
し
て
は
、
吉

祥
寺
駅
構
内
ビ
ラ
配
布
事
件
や
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
日
教
組
会
場
使
用
拒
否
事
件
が
そ
の
代
表
例
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
プ
リ

ン
ス
ホ
テ
ル
日
教
組
会
場
使
用
拒
否
事
件
は
、
下
級
審
判
決
で
は
あ
る
も
の
の
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
理
論
を
私
人
が
所
有

す
る
場
所
に
ま
で
拡
張
し
て
適
用
で
き
る
か
を
問
う
事
例
の
代
表
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
的
な
施
設
で
の
表
現
活
動
に
対
し
て
、
公
的

な
施
設
で
の
表
現
活
動
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
水
準
の
保
護
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
注
目
に
値
す
る
。
当
該
判
決
に
お
い
て
、

東
京
高
裁
は
、
公
道･

公
園
及
び
市
民
会
館
と
い
っ
た
典
型
的
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
「
性
質
を
異
に
す
る
民
間
企
業
の
ホ
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テ
ル
と
い
う
『
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
に
お
い
て
な
さ
れ
る
表
現
活
動
」
に
も
、
同
じ
く
強
い
法
的
保
護
が
与
え
ら
れ
る
と

判
示
し
た
。
当
該
判
決
と
後
ほ
ど
詳
述
す
る
吉
祥
寺
駅
構
内
ビ
ラ
配
布
事
件
で
の
伊
藤
正
己
裁
判
官
の
補
足
意
見
を
見
る
限
り
、
あ
る

場
所
で
の
表
現
活
動
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
保
障
の
程
度
は
、
当
該
場
所
が
「
一
般
に
人
が
自
由
に
出
入
り
で
き
る
」
と
こ
ろ
か
ど
う

か
を
決
め
手
に
判
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
が
公
有
地
か
私
有
地
か
と
い
う
財
産
権
の
所
在
を
重
視
し
た
判
断
と
は
な
っ
て

い
な
い
と
主
張
す
る
見
解
も
あ
る
。

　
（
2
）
学
説
上
の
論
争

　

近
年
、
公
的
な
施
設
の
私
有
化
や
民
営
化
の
進
展
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
私
的
な
主
体
が
所
有
・
管
理
す
る
場
所
を
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
あ
る
い
は
私
的
な
主
体
が
所
有
・
管
理
す
る
場
所
で
の
表
現
活
動
を
憲
法
上
手
厚
く

保
障
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
り
、
各
国
の
学
界
に
お
い
て
、
異
な
っ
た
見
解
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
異
な
る

見
解
は
、
概
し
て
二
つ
の
対
立
す
る
立
場
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
、
憲
法
の
根
底
に
あ
る
公
私
の
区
別
及
び
国
家
か
ら
の
自
由
と
し
て
の
表
現
の
自
由
と
い
う
基
本
観
点
を
根
拠
に
、
私
的
な
場

所
で
の
表
現
活
動
に
対
し
て
憲
法
上
の
手
厚
い
保
護
を
与
え
る
こ
と
に
消
極
的
な
見
解
で
あ
る
。
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
大
勢
を
占
め

て
い
る
の
は
、
こ
の
見
解
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ド
ー
ン
・
Ｃ
・
ヌ
ン
ジ
ア
ー
ト
（D

aw
n C. N

unziato

）
は
「
表
現
が
行
わ
れ
る
場

所
が
圧
倒
的
に
私
有
化
さ
れ
て
い
る
以
上
」、
そ
の
場
所
に
お
い
て
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
認
め
ら
れ
る
場
所
は
基
本
的
に

存
在
し
な
い
」
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
日
本
に
お
い
て
も
、
成
原
慧
が
、
私
的
に
所
有
・
管
理
さ
れ
る
場
所
を
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー

ラ
ム
と
み
な
し
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
表
現
活
動
に
強
い
権
利
保
護
を
与
え
た
場
合
、
そ
の
表
現
の
自
由
が
、
場
所
の
所
有
・
管
理
者
の

財
産
権
及
び
表
現
の
自
由
と
衝
突
す
る
と
い
っ
た
、
公
的
な
場
所
の
場
合
に
見
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
問
題
が
生
じ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
消
極
的
な
見
解
に
対
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
各
国
の
研
究
者
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
の
内
実
を
再
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検
討
し
、
当
該
法
理
の
何
が
私
的
な
場
所
に
適
用
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
異
論
を
呈
し
始
め
た
。
例
え
ば
、
リ
リ

ッ
サ
・
Ｂ
・
リ
ド
ス
キ
ー
（Lyrissa B. Lidsky

）
は
、
政
府
に
よ
る
所
有
と
い
う
財
産
権
の
所
在
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と

み
な
さ
れ
る
た
め
の
必
要
条
件
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
公
的
な
所
有
や
公
権
力
に
よ
る
独
占
的
な
支
配
が
な
い
こ
と
が
、
パ
ブ
リ

ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
の
資
格
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
Ｇ
・
ゲ
イ
（Steven 

G. Gey

）
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
の
適
用
を
公
的
な
場
所
に
限
定
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
さ
ら
に
、

ア
メ
リ
ー
・
ピ
ア
・
ヘ
ル
ト
（A

m
élie Pia H

eldt

）
は
「
私
的
な
場
所
に
お
い
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
を
適
用
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
表
現
の
自
由
を
一
層
制
限
す
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
指
摘
し
た
。
私
的
な
場
所
に
も
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム

法
理
は
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
、
比
較
的
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
の
語
義
の
理
解
と
場

所
の
公
共
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
と
い
う
言
葉
の
語
義
を
遡
る
こ
と
を
通
し
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
の
中
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
性
の
判

断
基
準
を
改
め
て
定
義
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
双
方
に
見
ら
れ
る
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
に
よ
る
と
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
と
い
う
言
葉
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
全
体
、
あ
る
い
は
法
律
上
ま
た
は
適
切
な
資
格
を
有
す
る
メ
ン
バ
ー
全

体
に
対
し
て
公
開
ま
た
は
利
用
可
能
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
の
語
義
は
極
め
て
曖
昧
で

多
義
的
で
あ
り
、
文
脈
に
よ
っ
て
異
な
る
意
味
と
規
範
的
効
果
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
斎
藤
純
一
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
と
い
う
言
葉
は
、
主
に
（
ア
）「
国
家
に
関
係
す
る
公
的
な
も
の
」（official

）、（
イ
）「
す
べ
て
の
人
々
に
関
係
す
る
共

通
の
も
の
」（com

m
on

）、
及
び
（
ウ
）「
誰
に
対
し
て
も
開
か
れ
て
い
る
も
の
」（open

）
と
い
っ
た
三
つ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

る
。
元
々
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
と
い
う
言
葉
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ア
ゴ
ラ
ま
た
は
植
民
地
時
代
の
タ
ウ
ン
ホ
ー
ル
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
イ

メ
ー
ジ
を
有
し
て
お
り
、
公
共
事
務
に
つ
い
て
の
市
民
の
討
議
や
参
加
を
求
め
る
民
主
的
な
理
想
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

（
91
）

（
92
）

（
93
）

（
94
）

（
95
）

（
96
）

（阪大法学）71（2-103）　429 〔2021. 7 〕



論　　　説

し
か
し
、
そ
の
後
の
推
移
も
あ
っ
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
と
い
う
言
葉
は
、
政
府
、
公
官
庁
に
関
わ
る
こ
と
、
ま
た
は
公
的
な
所
有
と
同
一

視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
空
間
を
政

府
が
所
有
・
管
理
す
る
場
所
に
限
定
し
よ
う
と
し
た
と
き
も
、
そ
の
よ
う
な
発
想
に
立
っ
て
い
た
と
言
え
る
。

　

近
年
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
の
概
念
を
国
家
と
い
う
意
味
か
ら
切
り
離
し
つ
つ
、
公
共
と
い
う
意
味
ま
た
は
公
開
と
い
う
意
味
で
用
い
る
傾

向
が
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
日
本
社
会
だ
け
で
な
く
、
他
の
多
く
の
国
に
お
い
て
も
顕
著
に
な
っ
て
い

る
。
例
え
ば
、
紙
谷
雅
子
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
の
語
義
か
ら
、
そ
の
中
核
的
な
要
素
と
し
て
、「
一
種
の
政
治
的
国
法
的
意
味
合
い
＝

公
」
で
は
な
く
「
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
全
体
の
た
め
」
と
い
う
意
味
を
抽
出
し
た
。
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
か
ら
す
れ
ば
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
概

念
は
、
共
同
体
と
関
わ
っ
て
「
共
同
体
の
構
成
員
全
員
に
開
放
さ
れ
る
」
も
の
、
す
な
わ
ち
一
般
公
衆
が
ア
ク
セ
ス
し
た
り
、
利
用
し

た
り
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
概
念
の
定
義
は
、
共
同
体
全
体
や
、
平
等
か
つ
一
般
的
な

開
放
・
利
用
と
い
っ
た
基
本
的
要
素
を
提
示
し
て
い
る
点
で
、
示
唆
に
富
む
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理

に
お
け
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
性
の
有
無
は
、
人
々
が
ア
イ
デ
ア
や
考
え
を
交
換
す
る
た
め
に
集
ま
り
、
公
共
的
な
議
論
に
参
加
す
る
か
ど
う

か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
解
の
下
で
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
概
念
も
柔
軟
性
に
富
ん
だ
も
の
に
な
る
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
い
う
一
般
公
衆
が
実
際
に
ア
ク
セ
ス
し
た
り
話
し
た
り
す
る
新
し
い
表
現
の
場
所
も
ま
た
、

柔
軟
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
概
念
の
下
で
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
が
適
用
可
能
な
空
間
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

他
方
、
公
的
な
機
能･

役
割
と
い
う
視
角
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
見
解
も
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
私
人
が
所
有
・
管
理
す
る

場
所
は
、「
実
際
に
公
的
な
使
用
に
供
さ
れ
」
て
い
る
、
あ
る
い
は
「
公
的
性
質
」
を
帯
び
て
い
る
場
合
に
、「
準
公
共
的
場
所
」
と
さ

れ
、
公
的
な
場
所
と
同
じ
基
準
を
準
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
う
。
例
え
ば
、
ス
テ
イ
ト
・
ア
ク
シ
ョ
ン
法
理
に
よ
る
と
、
私
的
な

主
体
が
「
国
の
も
つ
公
的
機
能
を
肩
代
わ
り
」
し
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
「
公
権
力
が
私
人
の
行
為
に
密
接
に
関
与
」
し
て
い
る
場
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合
に
、「
国
家
行
為
者
と
し
て
扱
わ
れ
、
憲
法
に
よ
る
厳
格
な
審
査
を
受
け
る
べ
き
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、M

arsh

判
決
の

よ
う
に
、
ス
テ
イ
ト
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
広
く
解
釈
し
、
表
現
活
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
私
的
な
財
産
で
あ
る
会
社
町
に
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
例
外
的
な
扱
い
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
ま
た
、「
一
般
公
衆
の
自
由
な
往
来

が
許
さ
れ
」、
ま
た
は
「
財
産
の
通
常
の
使
用
形
態
と
し
て
表
現
活
動
の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
」
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、

当
該
私
的
な
場
所
を
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
み
な
し
、
そ
こ
で
の
「
表
現
の
自
由
の
保
障
を
可
能
な
限
り
配
慮
す
る
必
要
が
あ

る
」
と
す
る
伊
藤
裁
判
官
の
見
解
も
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
い
る
。
ス
テ
イ
ト
・
ア
ク
シ
ョ
ン
法
理
で
あ
れ
、
伊
藤
裁
判
官

の
見
解
で
あ
れ
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
場
所
の
所
有
権
・
管
理
権
の
帰
属
の
如
何
を
問
わ
ず
、
そ
の
場
所
と
公
的
な
場
所
と
の
機
能

的
同
一
性
な
い
し
類
似
性
、
あ
る
い
は
不
特
定
多
数
の
人
々
が
集
ま
る
と
い
っ
た
外
形
等
を
判
断
基
準
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
理
解
に
従
っ
て
、
あ
る
場
所
が
公
共
性
を
帯
び
て
お
り
、
ま
た
は
公
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
こ
を
公
的
な
場

所
と
同
等
な
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
場
所
で
の
表
現
規
制
に
対
し
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
を
適
用
し
、
そ
の
法
理
の
下

で
表
現
規
制
が
規
律
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト･

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
一
章
の
二
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
デ
ジ
タ
ル･

プ
ラ

ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
語
も
同
義
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト･

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
語
に
統
一
す
る
。

See Felix T
. W

u, Collateral Censorship and the Lim
its of Interm

ediary Im
m

unity, 87 N
O

T
RE D

A
M

E L. R
EV. 293, 314 

(2011).See Jonathan L. Zittrain, A
 H

istory of O
nline G

atekeeping, 19 H
A

RV. J. L. &
 T

ECH. 253, 255-56 (2006).

出
版
社
や
書
店
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
い
っ
た
私
的
な
主
体
を
介
し
た
従
来
型
の
間
接
的
な
表
現
規
制
に
対
処
す
る
中
で
、
ア
メ
リ
カ
に

お
い
て
は
、（
ア
）
間
接
的
な
規
制
手
法
が
表
現
の
自
由
に
及
ぼ
す
付
随
的
検
閲
（collateral censorship

）
の
効
果
へ
の
十
分
な
配
慮
、

（
イ
）
表
現
活
動
の
媒
介
者
に
対
す
る
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
の
提
供
、（
ウ
）
手
続
の
問
題
の
改
善
を
通
し
た
対
応
の
試
み
、（
エ
）
憲
法
の
私
人
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間
効
力
の
問
題
や
法
人
の
人
権
の
問
題
と
し
て
の
議
論
、
と
い
っ
た
多
く
の
試
み
が
さ
れ
て
き
た
。

D
avid K

aye

は
、
こ
れ
ら
の
利
用
規
約
、
ポ
リ
シ
ー
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
法
」
と
い

う
言
葉
を
用
い
て
総
括
し
て
い
る
。D

avid K
aye, R

eport of the Special R
apporteur on the Prom

otion and Protection of the 
R

ight to Freedom
 of O

pinion and E
xpression, U

.N
. D

oc. A
/H

RC/29/32 at 

¶ 18 (M
ay. 22, 2015), https://w

w
w

.ohchr.org/
EN

/H
Rbodies/H

RC/RegularSessions/Session29/D
ocum

ents/A
.H

RC.29.32_A
EV

.doc. 

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
法
に
つ
い
て
の
研
究

と
し
て
、See also O

rly Lobel, T
he Law

 of the Platform
, 101 M

IN
N. L. R

EV. 87, 93-94 (2016);  M
olly K

. Land, T
he Problem

 
of Platform

 Law
: Pluralistic Legal O

rdering and Social M
edia, in T

H
E O

X
FO

RD H
A

N
D

BO
O

K  O
F G

LO
BA

L L
EGA

L P
LU

RA
LISM 1, 

4-10 (Paul Schiff Berm
an ed., 2020).

確
か
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
政
府
な
ど
と
の
公
的
な
関
係
性
は
、
伝
統
的
に
「
通
信
の
秘
密
」
の
観
点
か
ら
主
と
し
て
語
ら
れ

て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
の
個
人
間
の
通
信
活
動
で
は
な
く
、
不
特
定
多
数
へ

の
表
現
活
動
に
絞
っ
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
通
信
の
秘
密
」
に
つ
い
て
は
検
討
し
な
い
。

Perry Education A
ssociation v. Perry Local Educatorsʼ A

ssociation, 460 U
.S. 37 (1983).

H
ague v. CIO

, 307 U
.S. 496, 515 (1939).

See, e.g., Intʼl Socʼy for K
rishna Consciousness v. Lee, 505 U

.S. 672, 680 (1992);  U
nited States v. K

okinda, 497 U
.S. 

720, 727 (1990); A
rk. Educ. T

elevision Com
m

ʼn v. Forbes, 523 U
.S. 666, 677 (1998).

Perry, 460 U
.S. at 45; W

idm
ar v. V

incent, 454 U
.S. 263 (1981).

Perry, 460 U
.S. at 45; Grayned v. Rockford, 408 U

.S. 104, 116 (1972).
Perry, 460 U

.S. at 46.

「
意
図
基
準
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
判
例
を
整
理
す
る
も
の
と
し
て
、
横
大
道
聡
「
公
的
言
論
助
成
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
観

点
差
別
─
─
連
邦
最
高
裁
判
決
の
検
討
を
中
心
に
」
法
学
政
治
学
論
究
六
五
号
（
二
〇
〇
五
）
一
七
四
頁
、
松
田
浩
「『
パ
ブ
リ
ッ
ク
』『
フ

ォ
ー
ラ
ム
』
─
─
ケ
ネ
デ
ィ
ー
裁
判
官
の
２
つ
の
闘
争
」
長
谷
部
恭
男
編
『
講
座
・
人
権
論
の
再
定
位
３
・
人
権
の
射
程
』（
法
律
文
化
社
・

二
〇
一
二
）
一
八
五
頁
等
が
あ
る
。

Cornelius v. N
A

A
CP Legal D

efense and Educational Fund, 473 U
.S. 788, 802-03 (1985).

当
該
判
決
に
お
い
て
、
裁
判
所
は

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）
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インターネット・プラットフォームにおけるパブリック・フォーラム法理の適用可能性に関する一考察（一）

問
題
と
さ
れ
た
財
産
が
「
表
現
活
動
の
た
め
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
、
表
現
活
動
に
用
い
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
」
を
考
察
し
て
い
た
。

 Perry, 460 U
.S. at 46 n.7.

限
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
い
う
言
葉
が
初
め
て
登
場
し
た
の
は
、H

effron v. Intʼl Socʼy for K
rishna Consciousness, 

Inc., 452 U
.S. 640 (1981)

で
あ
る
。
ま
た
、W

idm
ar, 454 U

.S. at 263 

に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
限
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ

ム
の
概
念
に
言
及
し
た
。

Perry, 460 U
.S. at 46; Christian Legal Society v. M

artinez, 561 U
.S. 661 (2010).

Perry, 460 U
.S. at 46; Greer v. Spock 424 U

.S. 828, 837 (1976).
Lyrissa B. Lidsky, Public Forum

 2.0, 91 B. U
. L. R

EV. 1975, 1989 (2011).
D

aw
n C. N

unziato, T
he D

eath of the Public Forum
 in Cyberspace, 20 B

ERK
ELEY T

ECH. L. J. 1115, 1116 (2005).
See Edw

ard J. N
aughton, Is Cyberspace a Public Forum

? Com
puter Bulletin Boards, Free Speech, and State A

ction, 
81 G

EO. L. J. 409, 431 (1992). 
邦
語
文
献
と
し
て
、
紙
谷
雅
子
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
─
─
21
世
紀
と
『
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ

ム
』
の
法
理
」
山
本
龍
彦
゠
大
林
啓
吾
編
『
違
憲
審
査
基
準
ー
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
の
現
在
』（
弘
文
堂
・
二
〇
一
八
）
一
四
〇
、
一
四
一
頁

参
照
。

See T
hom

as I. Em
erson, T

he A
ffirm

ative Side of the First A
m

endm
ent, 14 G

A. L. R
EV. 795, 808 (1981).  

邦
語
文
献
と
し

て
、
紙
谷
雅
子
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
公
法
研
究
五
〇
号
（
一
九
八
八
）
一
〇
六
頁
、 

平
地
秀
哉
「『
公
共
空
間
』
と
憲
法
理
論
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
四
二
号
（
二
〇
一
六
）
三
九
頁
参
照
。

See D
aniel A

. Farber &
 John E. N

ow
ak, T

he M
isleading N

ature of Public Forum
 A

nalysis-Content and Context in 
First A

m
endm

ent A
djudication, 70 V

A. L. R
EV. 1219, 1220 (1984).

See Rebecca T
ushnet, D

om
ain and Forum

-Public Space, Public Freedom
, 30 C

O
LU

M. J. L. &
 A

RT
S 597, 600 (2007).

D
aniel A

. Farber, Free Speech W
ithout R

om
ance: Public Choice and the First A

m
endm

ent, 105 H
A

RV. L. R
EV. 554, 

555 (1991). D
aniel A

. Farber

は
「
公
共
選
択
論
」
に
基
づ
き
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
特
別
な
位
置
づ
け
の
解
釈
ま
た
は
強
化
を

試
み
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
「
表
現
者
に
特
定
の
政
府
財
産
を
無
料
で
利
用
さ
せ
る
」
こ
と
で
表
現
者
に
補
助
金
を
与
え
る
も
の
と

し
た
上
で
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
法
理
を
政
府
の
補
助
金
の
差
別
的
な
提
供
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）
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論　　　説
See T

ushnet, supra note (24), at 609.
See M

icah T
elegen, Y

ou Canʼt Say T
hat!: Public Forum

 D
octrine and V

iew
point D

iscrim
ination in the Social M

edia 
E

ra, 52 U
. M

ICH. J. L. R
EFO

RM 235, 238 (2018).
See Steven G. Gey, R

eopening the Public Forum
-From

 Sidew
alks to Cyberspace, 58 O

H
IO S

T. L.J. 1535, 1575 (1998).
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」（platform

）
と
い
う
言
葉
は
、
元
々
「
地
面
よ
り
一
段
高
く
な
っ
た
演
壇
や
舞
台
、
駅
と
い
っ
た
建
築
物
」
と

い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
が
、
現
在
で
は
、
文
脈
に
よ
っ
て
異
な
る
意
味
を
持
つ
極
め
て
曖
昧
で
多
義
的
な
言
葉
に
な
っ
て
い
る
。
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
に
よ
る
と
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
い
う
言
葉
に
は
、
一
五
の
異
な
る
意
味
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
意
味
は
、
四
つ
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
主
に
、（
ア
）
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
の
基
盤
と
な
る
ソ
フ
ト
ま
た
は
ハ
ー
ド
の
環
境
、
ま

た
は
（
イ
）
意
見
発
表
と
聴
取
の
機
会
と
場
所
、
そ
し
て
（
ウ
）
比
喩
的
な
行
動
の
た
め
の
基
盤
と
よ
り
ど
こ
ろ
、（
エ
）
地
面
よ
り
一
段
高

く
な
っ
た
演
壇
や
、
舞
台
、
駅
と
い
っ
た
建
築
物
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。T

H
E O

X
FO

RD E
N

GLISH D
ICT

IO
N

A
RY (2d ed. 1989) vol. X

I, 
1001-1004.

「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
い
う
言
葉
は
、
中
立
的
か
つ
平
等
に
そ
の
上
で
の
活
動
を
支
え
る
と
い
う
意
味
を
内
包
し
て
お
り
、

人
々
に
情
報
や
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
流
通
の
機
会
あ
る
い
は
場
所
を
提
供
し
て
い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
を
説
明
す
る
た
め
に
使
用

さ
れ
て
い
る
。T

arleton Gillespie, T
he Politics of Platform

s, 12 N
EW M

ED
IA &

 S
O

CʼY, 347, 348-49 (2010).
See Jack M

. Balkin, O
ld-School/N

ew
-School Speech R

egulation, 127 H
A

RV. L. R
EV. 2296, 2303-04 (2014).

See O
ECD

, A
n Introduction to O

nline Platform
s and T

heir R
ole in the D

igital T
ransform

ation, O
ECD

 P
U

BLISH
IN

G 
(M

ay. 13, 2019), https://doi.org/10.1787/53e5f593-en.

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
「
概
念
を
厳
密
に
定
義
す
る
こ
と
を
あ
え
て
避
け
、
そ
の
機
能
の
実
装
の
具
体
的
な
形
態
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
」、

総
務
省
の
行
政
文
書
で
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
「
定
義
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
」
と
説
か
れ
る
こ
と

も
あ
る
。
曽
我
部
真
裕
ほ
か
『
情
報
法
概
説
〔
第
二
版
〕』（
弘
文
堂
・
二
〇
一
九
）
八
八
頁
。

し
か
し
、「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
中
核
的
機
能
を
取
り
出
す
こ
と
自
体
、
実
は
難
問
で
あ
る
」。
曽
我
部
ほ
か
・
前
掲
注
（
32
）
八
七
頁
。

こ
こ
で
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、「
表
現
活
動
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
以
外
、
技
術
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
機

会
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。See, e.g., Gillespie, supra note (29), at 347-48.

総
務
省,

「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
研
究
会 

中
間
報
告
書
」,https://w

w
w

.soum
u.go.jp/m

ain_content/0006131 

（
26
）

（
27
）

（
28
）

（
29
）

（
30
）

（
31
）

（
32
）

（
33
）

（
34
）
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インターネット・プラットフォームにおけるパブリック・フォーラム法理の適用可能性に関する一考察（一）
97.pdf,

（2020. 11. 30

）
四
頁
、
七
頁
の
参
考
一
、
総
務
省,

「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
研
究
会 

最
終
報
告
書
」, https://

w
w

w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000668595.pdf,

（2020. 11. 30

）
三
頁
参
照
。See also A

m
élie Pia H

eldt, M
erging the 

“Social

” 
and the 

“Public

”: H
ow

 Social M
edia Platform

s Could be a N
ew

 Public Forum
, 46 M

IT
CH

ELL H
A

M
LIN

E L. R
EV. 997, 1000 

(2020);  T
arleton Gillespie, G

overnance O
f and By Platform

s, in S
A

GE H
A

N
D

BO
O

K  O
F S

O
CIA

L M
ED

IA 254, 254-78

（Jean 
Burgess, T

hom
as Poell &

 A
lice M

arw
ick eds., 2017). 

邦
語
文
献
と
し
て
、
森
亮
二
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
法
的
責
任
と
法
規
制
の

全
体
像
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
四
五
号
（
二
〇
二
〇
）
一
四
頁
、
成
原
慧
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
な
ぜ
情
報
法
の
問
題
に
な
る
の
か
」
法
学
セ

ミ
ナ
ー
七
八
三
号
（
二
〇
二
〇
）
五
四
頁
参
照
。

See Conrod R. Johan, Linking Public W
ebsites to the Public Forum

, 87 V
A L. R

EV. 1007, 1031 (2001).
See D

avid Goldstone, T
he Public Forum

 D
octrine in the A

ge of the Inform
ation Superhighw

ay, 46 H
A

ST
IN

GS L. J. 
335, 383 (1995).

例
え
ば
、「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
」
の
よ
う
な
伝
統
的
メ
デ
ィ
ア
の
オ
ン
ラ
イ
ン
版
と
し
て
成
立
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
事
業
者
自
身
で
あ
る
。
他
の
新
聞
・
通
信
社
・
個
人
が
作
成
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
が
掲
載
さ
れ
る
「Y

ahoo

ニ
ュ
ー
ス
」
の
よ
う
な

も
の
の
場
合
、
当
該
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
コ
ン
テ
ン
ツ
を
提
供
す
る
事
業
者
と
個
人
で
あ
る
。

See W
u, supra note (2), at 322.

日
本
に
お
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
の
関
係
、
特
に
そ
の
類
似
性
を
考
察
す
る

も
の
と
し
て
、
水
谷
瑛
嗣
郎
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
な
が
る
自
由
と
プ
レ
ス
の
自
由
の
『
共
存
』」
慶
應
義
塾
大
学
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所
紀
要
六
八
号
（
二
〇
一
八
）
三
四
頁
、
三
五
頁
、
平
地
秀
哉
「
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
・
公
共
圏
・
表
現
の
自
由
（
二
・

完
）」
國
學
院
法
學
四
五
巻
二
号
（
二
〇
〇
七
）
六
─
四
二
頁
、
成
原
慧
「
多
元
化
・
重
層
化
す
る
表
現
規
制
と
そ
の
規
律
─
─
表
現
の
自

由
・
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
憲
法
理
論
研
究
会
編
『
変
動
す
る
社
会
と
憲
法
』（
敬
文
堂
・
二
〇
一
三
）
一
八
一
頁

以
下
が
あ
る
。

See Facebook Q
3 2019 E

arnings, F
A

CEBO
O

K I N
V

EST
O

R R
ELA

T
IO

N
S (O

ct. 30, 2019), https://investor.fb.com
/investor-

events/event-details/2019/Facebook-Q
3-2019-Earnings/default.aspx.

See M
onetization System

s or ʻthe A
ds A

lgorithm
ʼ E

xplained, Y
O

UT
U

BE H
ELP, https://support.google.com

/youtube/

（
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）
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）
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）

（
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）

（
39
）

（
40
）

（
41
）
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論　　　説
answ

er/9269689?hl=ja (last visited A
pr. 30, 2021).

See A
ndrew

 Perrin &
 M

onica A
nderson, Share of U

.S. A
dults U

sing Social M
edia, Including Facebook, Is M

ostly 
U

nchanged Since 2018, P
EW R

ESEA
RCH C

EN
T

ER (A
pr. 10, 2019), https://w

w
w

.pew
research.org/fact-tank/2019/04/10/

share-of-u-s-adults-using-social-m
edia-including-facebook-is-m

ostly-unchanged-since-2018/.
See For Local N

ew
s, A

m
ericans E

m
brace D

igital but Still W
ant Strong Com

m
unity Connection, P

EW R
ESEA

RCH 
C

EN
T

ER (M
ar. 26, 2019), https://w

w
w

.journalism
.org/2019/03/26/for-local-new

s-am
ericans-em

brace-digital-but-still-w
ant-

strong-com
m

unity-connection/.
See M

aeve D
uggan &

 A
aron Sm

ith, T
he Political E

nvironm
ent on Social M

edia, P
EW R

ESEA
RCH C

EN
T

ER (O
ct. 25, 

2016), https://w
w

w
.pew

research.org/internet/2016/10/25/the-political-environm
ent-on-social-m

edia/. 

当
該
報
告
に
よ
る
と
、

一
万
以
上
の
連
邦
政
府
機
関
と
サ
ブ
機
関
、
す
べ
て
の
上
院
議
員
（
一
〇
〇
）
と
ほ
ぼ
す
べ
て
の
国
会
議
員
（
四
三
五
）、
及
び
数
千
の
州
や

地
方
機
関
と
そ
の
職
員
が
複
数
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
ア
カ
ウ
ン
ト
を
保
有
し
て
お
り
、
一
般
公
衆
や
有
権
者
と
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
い
る
。

See Zizi Papacharissi, T
he V

irtual Sphere-T
he Internet as a Public Sphere, 4 N

EW M
ED

IA &
 S

O
CIET

Y 9, 14 (2002).
See Enrique A

rm
ijo, K

ill Sw
itches, Forum

 D
octrine, and the First A

m
endm

entʼs D
igital Future, 32 C

A
RD

O
ZO A

RT
S 

&
 E

N
T. L. J. 411, 414 (2014).

A
bout, T

W
IT

T
ER, https://about.tw

itter.com
/ja.htm

l (last visited A
pr. 30, 2021).

政
府
関
係
者
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
利
用
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